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芦屋市立養護老人ホーム和風園指定管理業務仕様書 

芦屋市立養護老人ホーム和風園の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲

等は，この仕様書による。 

１ 管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により，質の高いサービスを利

用者に提供するとともに，管理経費の削減に努めること。 

２ 施設の概要 

  募集要項のとおり。 

３ 指定期間 

平成２５年４月１日～平成３０年３月３１日（５年間） 

ただし，指定管理者が和風園の管理運営業務を継続することができないと

認められるとき，又は著しく社会的信用を損なう等により，指定管理者とし

てふさわしくないと認められるときは，指定管理者の指定を取り消すことが

ある。 

４ 法令等の遵守 

  和風園の運営に当たっては，本仕様書のほか，次の各号に掲げる施設の管

理運営上必要な法令等に基づかなければならない。 

  なお，本指定期間中にこれらの法令等に改正があった場合は，改正された

内容に基づくものとする。 

(1) 地方自治法，地方自治法施行令及び関係法規 

(2) 老人福祉法，老人福祉法施行令及び関係法規 

(3) 芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例及び同条例施行規

則 

(4) 芦屋市個人情報保護条例及び同条例施行規則 

(5) その他関係する法令等 
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５ 業務内容 

(1) 施設の運営に関する事項 

ア 職員の雇用等に関すること。 

     養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に規定する資格要件及び 

人数を満たす職員を配置すること。 

  イ 入所者の養護等に関する業務 

    老人福祉法に規定する老人ホーム入所者の養護等に関すること及び養 

護老人ホームの設備及び運営に関する基準によること 

(2) 施設の設備維持に関する業務 

   施設の適正な運営のため，施設の設備の保守管理に関すること及び施設，

設備，備品等の維持管理に関すること。 

(3) 施設の管理全般に関する事項 

  ア 管理責任者及び防火責任者を配置し，その者の氏名を報告すること。 

  イ 安全管理に十分配慮し，火災，損傷等を防止して財産の保全を図ると 

ともに，入所者及び職員の安全確保に努めること。 

  ウ 衛生管理に十分配慮し，常に快適な入所ができる状態の保持に努める

こと。 

  エ 非常災害，事故等の緊急事態発生時に備え，具体的な対応計画を定め，

緊急時の連絡先等をあらかじめ報告するとともに，避難・救出その他必

要な訓練を定期的に実施すること。 

 (4) 施設を活用した事業の実施（指定管理者の自主事業） 

ア  高齢者等の日常生活を支援するため，施設を活用した事業を，指定管

理者の経費負担により実施すること。 

イ 事業の実施に当たっては，事前に市の承認を得ること。 

ウ 指定管理者は，毎年度終了後，自主事業の状況，利用状況，管理運営

状況，利用料金等の収入状況等を市長に提出するほか，管理運営状況を

毎月，市に報告すること。 

(5) 介護保険に関する事項 

   入所者に対する介護保険サービスの取り扱いは，当初は入所者個人が外

部のサービス事業者と契約を結んで外部サービスを利用する個別契約型と

する。   

なお，｢外部サービス利用型特定施設入居者生活介護｣の指定を受けたサ

ービス提供については，入居者の身体的介護の必要性に応じ市と協議し決

定することとする。 
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６ 業務の委託 

 (1) 指定管理者は，業務の一部を第三者に委託することができる。 

 (2) 委託の業者選定に当たっては，能力，実績等に留意するとともに，あらか

じめ芦屋市に書面により届け出なければならない。 

７ 指定管理者と芦屋市の責任分担 

(1)  改修費 

  主要な施設・設備機器等の改修費については市の負担とする。ただし， 

施設管理上の瑕疵があるとき及び小規模修繕については指定管理者の負担

とする。 

(2) 備品（車両等を含む） 

 現在，市が配置している備品類は，現状有姿にて指定管理者に無償で貸与 

するが，名義変更を必要とするものは指定管理者の負担で行うこととする。 

配置している備品以外で，指定管理者が必要とするものは，指定管理者で 

調達すること。 

 備品のメンテナンス，修理費用等は指定管理者の責任とする。 

(3) 災害発生時 

 地震，大火災などの災害発生時は，防災拠点として必要な役割を担うこと。 

(4) 損害補償 

 指定管理者は，管理上の瑕疵による事故に対応するため，リスクに応じた 

保険に加入すること。 

８ 秘密の保持 

 (1) 指定管理者は，業務上知り得た秘密及び芦屋市の業務並びに施設・設備

の内部機構に関する事項を外部に漏らし，また，他の目的に使用してはな

らない。 

 (2) 「芦屋市個人情報保護条例」及び「芦屋市個人情報保護条例施行規則」

の規定に準拠し，業務上知り得た個人情報の遺漏，滅失及び破棄等の事故

の防止，その他個人情報の適正な管理のため，必要な措置を講じなければ

ならない。 

９ 業務を実施するに当たっての注意事項 
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  業務を実施するに当たっては，次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

 (1) 公の施設であることを念頭に置いて，公平な運営を行うこと。 

 (2) 芦屋市との連携を図った運営を行うこと。 

 (3) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は，

市長と協議を行うこと。 

 (4) 各種規定等がない場合は，芦屋市の諸規定に準じて，あるいはその精神

に基づき業務を実施すること。 

(5) その他仕様書に記載のない事項については市長と協議を行うこと。 

(6) 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

ア 指定管理者は，指定管理業務の継続が困難となった場合又はその恐れが

生じた場合には速やかに市に報告しなければならない。 

イ 指定管理者の責めに帰すべき事由により適正な施設管理が困難となっ

た場合又はその恐れがあると認められる場合は，市は指定管理者に対して

改善勧告を行い，期間を定めて，改善策の提出及び実施を求めることがで

きる。 

 この場合において，指定管理者が当該期間内に改善することができなか

ったときには，市は指定管理者の指定を取り消すことができる。 

  ウ 指定管理者の指定を取り消され，市に指定管理者の債務不履行による損

害が生じた場合には，指定管理者は賠償の責めを負う。 

10 報告事項 

(1) 指定管理者は，毎年度終了後６０日以内に，次に掲げる事項を記載した

事業報告書を作成し，市長に提出しなければならない。年度の途中におい

て指定を取り消されたときも，同様とする。 

ア 管理業務の実施状況及び入所者の状況 

イ 管理に係る経費の収支状況  

ウ その他市長が特に必要と認める事項 

 (2) 次に掲げる場合は，その都度速やかに報告しなければならない。 

  ア 施設内において事故等が発生したとき。 

  イ 施設又は施設に係る物品が滅失し，又はき損したとき。 

  ウ 指定管理者の定款又は登記事項に変更があったとき。 

  エ その他市長が指定した事項 
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参考資料

和風園 施設設備保守点検等管理業務一覧 

項目 必要管理項目 頻度 

清掃業務 

園内日常清掃業務 毎日 

定期清掃業務＊ 床洗浄ワックス仕上げ 年３回

窓ガラス清掃     年２回

冷暖房設備保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検＊ 年４回

消防用設備等保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検＊            年２回

給湯ボイラー保守点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検＊            年３回

自家用電気工作物保安

業務 

日常保守管理 毎日 

定期点検＊            年６回

エレベーター点検業務 
日常保守管理 毎日 

定期点検＊           年１２回

調理室グリスフィルタ

ーほか清掃業務 

日常清掃業務 毎日 

定期清掃業務＊ 分解洗浄       年２回

害虫駆除（厨房周囲等）
日常保守管理 毎日 

定期薬剤散布＊            年３回

植栽管理 
日常保守管理 必要に応じて随時（除草等） 

植木剪定＊           隔年１回

小破修繕 
照明装置維持交換 必要に応じて随時 

その他施設の修繕 必要に応じて随時 

公共建築物等の定期点

検 

建築設備            年１回

建築物          ３年に１回

 （注）上表中＊印は業務委託によるもの。（平成２３年度実績） 


